
  

※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の国保連申請期限が近づいています。 

 

事 務 連 絡 

令和２年１０月２６日 

 

各障害福祉サービス等事業者 様 

東京都福祉保健局障害者施策推進部  

  

 

 

東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）の申請について（依頼） 

 

 

標記の件については、令和２年７月２７日付事務連絡「東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業（障害分）の申請書の提出について」によりお知らせしているところでありますが、このたび、東

京都国民健康保険団体連合会（以下、国保連）申請期限である「令和２年 11月 30日（月曜日）」が近

づいてまいりました。 

未申請の障害福祉サービス施設等におかれましては、本事業の対象となる職員や派遣労働者、受託業

務従事者の方々に慰労金が確実に届くよう、対象者をとりまとめの上、速やかに申請していただきます

よう御理解・御協力をお願いいたします。 

 なお、本事務連絡と行き違いで既に申請いただいている場合は御容赦ください。 

 

記 

 

１ 申請方法・様式 

下記ホームページに、本事業の詳細な内容や交付申請書等の必要書類等を掲載していますので、御

確認の上、作成・申請を速やかに行っていただきますようお願いいたします。 

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/houkatushien/houkatushien_jigyou.html 

 （東京都福祉保健局＞障害者＞新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分） ＞新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障

害分）） 

 

２ 申請受付締切（国保連申請分） 

令和２年 11月 30日(月曜日)までとなります。 

※東京都受付分の締切は別途お知らせいたします。 

 

３ 申請等に関するお問合せ 

 （１）事業や申請書作成等に関するお問合せ 

下記のコールセンターまで御連絡ください。 

 

 

 

（２）都国保連の電子請求受付システムに関するお問合せ 

下記のヘルプデスクまで御連絡ください。 

   

 

 

東京都からの重要なお知らせ 

東京都新型コロナウイルス緊急包括支援事業コールセンター 

電話：0120-591-105（平日9時～18時 ※土日祝日を除く） 

 

障害者総合支援電子請求ヘルプデスク 

電話番号：0570-059-403（音声ガイダンス後２を押下） 

（平日10時～17時 ※土日祝日を除く） 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/houkatushien/houkatushien_jigyou.html


４ 提出先 

 （１）国保連を通じて介護給付費等を受領している事業所・施設等 

電子請求受付システムによる申請をお願いいたします。 

http://www.e-seikyuu.jp/ 

 

 （２）国保連を通じて介護給付費等を受領していない事業所・施設等（地域生活支援事業者等） 

    東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分・障害分)事務局へ提出をお願いい

たします（事務局は、都より受託したビーウィズ株式会社内で運営しております。）。 

    ア 【原則】「電子データ申請フォーム」から申請 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1597144171918 

 

イ 紙による申請（「電子データ申請フォーム」からの申請が困難な場合） 

      〒220-8799 横浜市中央郵便局 郵便私書箱 36号 

      東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分・障害分)事務局宛 

 

※上記４（１）、（２）両方の事業所・施設等を運営していて慰労金のみを申請される場合は、

上記４（２）の分を４（１）実施分にまとめて御申請いただくことが可能となっております。 

 

 

 

 

【担当】 

東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括 

支援事業（障害分）事務局 

電話：0120-591-105 

http://www.e-seikyuu.jp/
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1597144171918

